
※特に記述のない限り、参加費や申込みは不要です
暮らしに役立つ情報のコーナー

■
警
察
相
談
の
日
出
張
相
談
所

　
警
察
で
は
、
犯
罪
な
ど
に
よ
る
被
害
の

未
然
防
止
な
ど
県
民
生
活
の
安
全
に
関
す

る
相
談
、
警
察
へ
の
苦
情
、
要
望
・
意
見

な
ど
に
こ
た
え
る
相
談
窓
口
を
各
警
察
署

に
設
置
し
て
い
ま
す
。

【
出
張
相
談
会
】

　
日　

時
　

9
月
1
日
㈭
　
10
時
～
15
時

　
場　

所
　
桂
川
町
住
民
セ
ン
タ
ー

　
内　

容
　
Ｄ
Ｖ
や
ス
ト
ー
カ
ー
被
害
、

　
　
ニ
セ
電
話
詐
欺
、
パ
ト
ロ
ー
ル
希
望

　
　
な
ど
の
相
談
に
対
応

相
談
・
問
合
先
　
福
岡
県
飯
塚
警
察
署

　
☎
２
５
・
３
１
１
０

■
無
料
法
律
相
談

日　

時
　

8
月
18
日
㈭
　

9
月
15
日
㈭
　 

　
10
月
20
日
㈭
　
13
時
～
16
時

場　

所
　
桂
川
町
住
民
セ
ン
タ
ー

内　

容
　
各
種
法
律
相
談
に
弁
護
士
が
対
応

　（
町
民
対
象
・
１
人
30
分
）

そ
の
他
　
前
日
ま
で
に
要
予
約（
先
着
６
人
）

予
約
・
問
合
先
　
桂
川
町
役
場 

総
務
課 

　
庶
務
係
　
☎
６
５
・
１
１
０
０

■
職
場
の
パ
ワ
ハ
ラ
、
セ
ク
ハ
ラ 

　

集
中
相
談
会

日　

時
　

9
月
14
日
㈬
、
15
日
㈭

　
9
時
～
20
時

場　

所
　
福
岡
県
筑
豊
労
働
者
支
援
事
務

所
（
飯
塚
市
）

内　

容
　
労
働
者
・
事
業
者
を
対
象
と
し

た
職
場
の
パ
ワ
ハ
ラ
、
セ
ク
ハ
ラ
に
関

す
る
相
談
に
対
応

問
合
先
　
福
岡
県
筑
豊
労
働
者
支
援
事
務

所
　
☎
２
２
・
１
１
４
９

■
こ
こ
ろ
の
健
康
相
談

　
（
精
神
保
健
福
祉
相
談
）

日　

時
　
月
～
金
曜
日
（
祝
・
年
末
年
始

は
除
く
）　
8
時
30
分
～
17
時
15
分

場　

所
　
福
岡
県
飯
塚
総
合
庁
舎
（
飯
塚

市
）

内　

容
　
心
の
相
談
、
ア
ル
コ
ー
ル
・
薬

物
な
ど
の
依
存
症
、
不
登
校
・
ひ
き
こ

も
り
に
関
す
る
こ
と
で
不
安
や
悩
み
が

あ
る
人
と
そ
の
周
囲
の
人
を
対
象
に
精

神
科
医
師
や
保
健
師
が
対
応

そ
の
他
　
要
予
約

予
約
・
問
合
先
　
福
岡
県
嘉
穂
・
鞍
手
保

健
福
祉
環
境
事
務
所 

健
康
増
進
課 

精

神
保
健
係
　
☎
２
１
・
４
８
７
５

■
熊
本
地
震
で
被
災
さ
れ
た
方
々 

　

へ
の
無
料
法
律
相
談

対　

象
　
平
成
28
年
４
月
14
日
に
熊
本
県

内
に
自
宅
や
営
業
所
な
ど
が
あ
っ
た
人

内　

容
　
弁
護
士
・
司
法
書
士
に
よ
る
法

律
相
談

相
談
・
問
合
先
　
震
災 

法
テ
ラ
ス
ダ
イ

ヤ
ル
　
☎
０
１
２
０
・
０
７
８
・
３
０
９

■
若
年
性
認
知
症

　

サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

日　

時
　
火
～
土
曜
日
　
10
時
～
16
時

場　

所
　
ク
ロ
ー
バ
ー
プ
ラ
ザ（
春
日
市
）

内　

容
　
若
年
性
認
知
症
の
人
や
そ
の
家

族
を
対
象
と
し
た
医
療
・
福
祉
・
就
労

な
ど
の
関
係
機
関
紹
介
や
必
要
な
情
報

の
提
供
な
ど
の
支
援

相
談
・
問
合
先
　
若
年
性
認
知
症
サ
ポ
ー

ト
セ
ン
タ
ー

　
☎
０
９
２
・
５
７
４
・
０
１
９
６

➡➡➡ Pick Up

　8月25日～31日は、飲
酒運転撲滅週間です。飲
酒運転は重大な犯罪であ
り、「罰金や懲役」「運転
免許の取り消し」「会社
の解雇」など、非常に重
い罰則や社会的制裁が課
されます。
　また、飲酒運転事故は、
加害者、被害者、そして
両方の家族の生活を大きく変えてしまいます。
　自分自身はもちろん、周りの方が飲酒運転を
しないよう、お互いに呼びかけ合いましょう。

【問合先】

　交通事故をなくす福岡県民運動本部
　（福岡県人づくり・県民生活部 生活安全課内）
　　☎０９２・６４３・３１６７

　　　「福岡県飲酒運転撲滅への取り組み」で検索

■
高
齢
者
・
障
が
い
者
の
た
め
の

成
年
後
見
相
談
会

日　

時
　

9
月
10
日
㈯
　
10
時
～
13
時

場　

所
　
①
飯
塚
市
立
岩
公
民
館
２
階
　

②
天
神
ビ
ル
11
階
（
福
岡
市
中
央
区
）

　
③
久
留
米
市
役
所
３
階
　
④
Ｋ
Ｍ
Ｎ
ビ

４
階
（
北
九
州
市
小
倉
北
区
）　

内　

容
　
成
年
後
見
制
度
の
利
用
方
法
、

遺
言
や
相
続
、
悪
質
な
訪
問
販
売
被
害

な
ど
に
司
法
書
士
が
対
応

そ
の
他
　

8
月
22
日
㈪
～
9
月
９
日
㈮
の

間
に
要
予
約
（
土
・
日
曜
日
は
除
く
）

予
約
・
問
合
先
　
福
岡
県
司
法
書
士
会

　

☎
０
５
７
０
・
７
８
３
・
５
４
４

飲酒運転撲滅！

法
律
・
相
談

HP
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